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トトピピッッククスス11  ⾷⾷料料安安全全保保障障のの強強化化にに向向けけ、、構構造造転転換換対対策策やや地地域域計計画画
のの策策定定をを推推進進  

 
⾷料や⽣産資材について過度な輸⼊依存度を低減していくため、⼩⻨や⼤⾖、飼料作物

といった海外依存度の⾼い品⽬の⽣産拡⼤を推進するとともに、⽣産資材の国内代替転換5 
を推進するなどの構造転換を進めていくことが重要です。 

また、令和5(2023)年4⽉に改正農業経営基盤強化促進法1が施⾏され、地域での話合いに
より⽬指すべき将来の農地利⽤の姿を明確化する「地域計画」が法定化されています。 

以下では、⾷料安全保障の強化に向けた構造転換対策や地域計画の策定に向けた取組等
について紹介します。 10 

 
((世世界界のの⾷⾷料料需需給給等等ををめめぐぐるるリリススククがが⾼⾼ままりり))  

昨今、気候変動等による世界的な⾷料⽣産の不安定化、世界的な⾷料需要の拡⼤に伴う
調達競争の激化等に、ウクライナ情勢の緊迫化等も加わり、輸⼊する⾷品原材料や農業⽣
産資材の価格⾼騰を招くとともに、産出国が偏り、⾷料以上に調達切替えが難しい化学肥15 
料の輸出規制や、コロナ禍における国際物流の混乱等による供給の不安定化も経験するな
ど、世界の⾷料需給等をめぐるリスクが⾼まっています(図図表表  トトピピ11--11)。⾷をめぐる国内
外の状況が刻々と変化する中、⾷料安全保障の強化が国家の喫緊かつ最重要課題となって
います。 

 20 

 

 
1 正式名称は「農業経営基盤強化促進法等の⼀部を改正する法律」 

図表 トピ1-1 令和5(2023)年の諸外国での主な動き 

資料：農林⽔産省作成 
 

・４者合意（国連、トルコ、ウクライナ、ロシア）の停止

・とうもろこしが史上最高の豊作

・穀物の輸出規制の継続

・肥料の輸出検査厳格化の継続

黒海

中国

アルゼンチン
とうもろこし・⼩⻨の輸出について、令和元(2019)年
12⽉以降、輸出上限数量を設定

令和3(2021)年秋以降、肥料原料の輸出検査厳格化が継続

ウクライナ産穀物等の輸出再開に関する国連・トルコ・ウクライナ・ロシア
の４者合意について、令和5(2023)年7⽉にロシアが離脱し停⽌

紅海

令和5(2023)年12⽉以降、紅海を航⾏す
る商船が武装組織に攻撃され、船舶航⾏が
不安定化

・紅海における船舶航行の不安定化

・とうもろこしが史上最高の豊作

パナマ ・降雨不足による運航の制限
パナマ運河について、令和5(2023)年2⽉以降、
降⾬不⾜による⽔位低下に伴う運航制限を実施

パナマ運河

・穀物の輸出規制
令和5(2023)年７⽉以降、コメについて、
バスマティ⽶等を除くコメの輸出禁⽌

米国

インド

中東

 

((⾷⾷料料安安全全保保障障のの強強化化にに向向けけたた構構造造転転換換対対策策をを推推進進))  
⾷料安全保障については、国内の農業⽣産の振興を図りながら、安定的な輸⼊と適切な

備蓄を組み合わせて強化していくこととしています。このような中、農林⽔産物・⾷品の
過度な輸⼊依存は、原産国の不作等による穀物価格の急騰のほか、化学肥料の原料産出国
の輸出規制による調達量の減少が⽣じた場合等には、国際情勢の変化により、思うような5 
条件での輸⼊が困難となること等から、平時でも⾷料の安定供給を脅かすリスクを⾼める
こととなります。 

⼀⽅、⼩⻨や⼤⾖、⽶粉等の国産の農林⽔産物については、品質の向上が進む中で、海
外調達の不安定化とあいまって、活⽤の拡⼤が期待されています。飼料については、牧草、
稲わら等の粗飼料を中⼼に国内の⽣産を拡⼤する余地があり、⽣産者である耕種農家と利10 
⽤者である畜産農家との連携や広域流通の仕組み、利⽤者の利便を考慮した提供の在り⽅
等を実現することにより、活⽤の更なる拡⼤が期待されています。このほか、⻘刈りとう
もろこしを始め、輸⼊に代わる国産飼料の⽣産拡⼤・普及等が期待されています。 

また、肥料についても、国内には、畜産業由来の堆肥や下⽔汚泥資源等があり、これら
の資源の有効活⽤が期待されるほか、主要な原料の⼤部分を輸⼊している化学肥料の使⽤15 
量の低減や化学肥料原料の備蓄等の取組の重要性が⾼まっています。 

このため、農林⽔産物・⽣産資材ともに、過度に輸⼊に依存する構造を改め、農業⽣産
資材の国産化や備蓄、輸⼊⾷品原材料の国産転換等を進め、耕地利⽤率や農地集積率等も
向上させつつ、更なる⾷料安全保障の強化を図ることとしています。 

 20 

 
 

 
⼤分県中津市

な か つ し
の集落営農法⼈である農事組合法⼈おぶくろ営農

えいのう
では、⼤

型機械の活⽤や農地の⾼度利⽤等により、⼩⻨の増産を推進しています。 
同法⼈は、「地域の⽔⽥は地域で守る」を合⾔葉に、加⼊全⼾の出資によ

る共同⼤型機械の導⼊等により⽣産性の⾼い⼟地利⽤型農業を実践してい
ます。 

経営農地⾯積は45.3haで、集落内農地の89%を集積しており、団地化に
よる効率の良い農業を実践しています。夏作では主⾷⽤⽶20.7ha、⼤⾖
21.0ha、冬作では⻨41.9haを作付けしています。 

同法⼈では、畦
けい

畔
はん

除去による区画拡⼤等の基盤整備により効率化を図る
とともに、連作障害回避や団地化による効率的な管理作業を可能にするた
めブロックローテーションを徹底し、地域を⼆つのブロックに分けて、⽔
稲と⼤⾖を毎年交代しながら、冬作ではほとんどの農地で⻨を作付けする
など、農地の⾼度利⽤を図っています。 

同法⼈の⼩⻨の作付⾯積については、令和4(2022)年産は36.2ha(はるみずき)となり、令和元(2019)
年産(ミナミノカオリ)と⽐べて約3割増加しています。 

⼤型機械を駆使した⼤規模経営に取り組みつつ、基本技術の励⾏に加え、作物の⽣育状況に応じた
施肥管理や⼟壌の状態を⾒て⻨踏み時期や回数を調整するなど、きめ細かな管理により、収量・品質
の⾼位安定化とコスト低減を実現しています。 

今後は、実需と結び付いた醤油
しょうゆ

⽤⼩⻨の⽣産を推進するとともに、新品種⼩⻨である「はるみずき」
の品種特性を把握しながら、施肥時期や施肥量を研究し、実需者の求める製品づくりを追求していく
こととしています。 

⼤⼤型型機機械械にによよるる⼩⼩⻨⻨のの収収穫穫  
資料：農事組合法⼈おぶくろ営農 

((事事例例))  共共同同⼤⼤型型機機械械のの導導⼊⼊やや農農地地のの⾼⾼度度利利⽤⽤等等にによよりり、、⼩⼩⻨⻨のの増増産産をを推推進進((⼤⼤分分県県))  
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市町村は、幅広い関係者に参加を呼び掛け、協議の場を設置するとともに、協議の場で
は、区域の現状や課題を踏まえ、⽶から輸⼊依存度の⾼い⼩⻨・⼤⾖等への転換、輸出向
け農産物の⽣産、有機農業の導⼊、耕畜連携等による飼料の増産、⽔⽥の畑地化といった
地域の実情を踏まえた⽬指すべき将来の地域農業について協議することが重要です。 

また、地域の農地を次世代に着実に引き継いでいくため、農業上の利⽤が⾏われる農地5 
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では、コーディネーターを活⽤し、地域単位における将来の農業の⽅向性や、将来の

農⽤地利⽤の姿である⽬標地図をまとめた地域計画の作成を進めています。 
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取組が進められてきました。⼀⽅で、⼈⼝減少や⾼齢化が進む中、農地の減少は住⺠の⽣活圏域の圧
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を置いたエリア・ビジョンを作成しました。また、農地に対する担い⼿の意向を「⾒える化」し、農
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い⼿が守ることが困難な農地に対しては、集落が主体となって打開策を考え、⻑期にわたって営農が
続けられるようサポートをしていくこととしています。 
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の⼀部を改正する法律案」を第213回通常国会に提出したところです。 

 
((令令和和55((22002233))年年44⽉⽉にに改改正正農農業業経経営営基基盤盤強強化化促促進進法法がが施施⾏⾏))  10 

⾼齢化や⼈⼝減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡⼤し、地域の農地が適
切に利⽤されなくなることが懸念される中、農地が利⽤されやすくなるよう、農地の集積・
集約化に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。令和5(2023)年4⽉に施⾏した
改正農業経営基盤強化促進法では、市街化区域を除き、基本構想を策定している市町村に
おいて、これまでの「⼈・農地プラン」を⼟台とし、農業者等による話合いを踏まえて、15 
将来の地域農業の在り⽅や⽬指すべき将来の農地利⽤の姿を明確化した⽬標地図を含めた
「地域計画」を策定することとしています(図図表表  トトピピ11--22)。 
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地域計画の策定は、⾷料安全保障の強化やスマート農業技術の導⼊による⽣産性の向上、

環境と調和のとれた⾷料システムの確⽴等にも重要な意義を有することから、令和
7(2025)年3⽉までに各市町村において策定が着実に進められるよう、関係機関・団体が⼀
体となって計画的に取組を推進していく必要があります。 
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を取り⼊れながら、地域の農業関係者が⼀体となって話し合い、策定することが重要です。 

 
1 特定農産加⼯業者とは、農産加⼯品等の輸⼊に係る事情の著しい変化の影響を受ける農産加⼯業であって農林⽔産省令で定める業

種に属する事業を⾏う者のこと 

図表 トピ1-2 地域計画策定の流れ 
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